
地域医療構想策定スケジュール

時期
事務局

（県、政令市、保健福祉事務所）
専門部会・ワーキング
（保健医療計画推進会議）

地域の意見聴取の場
(地域医療構想調整会議) 備考

平成２７年
７～８月頃

＜第１回＞
・推計結果の共有
・スケジュールの共有

＜第１回＞
・推計結果の共有
・スケジュールの共有

・データブック提
供（６月10日）
・医療審

９月～
11月

・研修（応用編）

平成２８年

１２～１月

・都道府県間調整の実施
（11月頃まで）
・構想区域間調整案作成

・都道府県間調整の
考え方整理

＜第２回＞
・都道府県間調整の議論
・構想区域の設定

＜第２回＞
・都道府県間調整の議論
・構想区域の設定

＜第３回＞
・構想区域間調整の議論 ＜第３回＞・必要に応じて構想区域

・地域医療の現状分析
・2025年の医療需要推計

参考資料７

１２～１月
頃

２～３月頃

＜第４回＞

・構想区域と必要病床数の
確定
・骨子案の議論

＜第４回＞

・構想区域と必要病床数
の確定
・骨子案の議論

・議会報告

・医療審中間報
告・審議（３月）

５～６月頃
＜第５回＞
・素案の議論 ＜第５回＞

・素案の議論

・議会報告

７～９月頃 ＜第６回＞
・構想（案）の議論

＜第６回＞
・構想（案）の議論

・医療審中間報告・
審議（７月）
・パブコメ・議会報告

１０月頃 ・医療審諮問

・素案を作成

・構想（案）を作成

・地域医療構想策定

・構想区域間調整の議論 ＜第３回＞
・構想区域間調整の議論

・必要に応じて構想区域
間調整を実施

・地域の課題分析と必要
施策の検討
・骨子案を作成


